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No 質問事項 回答 

１ 要領 P2 ６ （１） ア ③ 

契約書の写しは、業務実績調書に記載する自治体

のうち、代表的な１つでよろしいでしょうか。 

業務実績調書に記載するすべての実績の契約書の写

し等、業務実績を証明できる書類を提出してくださ

い。 

契約書の写しは、件名、業務期間、押印箇所が分かる

箇所のみの提出で構いません。 

２ 要領 P4 ８企画提案書等の作成および提出 

社名やロゴの記載はしないようにすることとあ

りますが、提案システムの名称やシステムのロゴ

の記載は問題ないでしょうか 

提案システムの名称及び提案システムのロゴの記載

については、問題ありません。 

３ 仕様書 P6 第 4 章 １ オ 

「効果的な活用方法や他の事例を共有」ができれ

ば、オンラインやセミナーという実施や共有方法

で無くてもよろしいでしょうか。 

「効果的な活用方法や他の事例を共有」ができれば、

オンラインでセミナーを開催するという方法で無く

ても構いませんが、その場合は、具体的な実施、共有

方法を提案書に記載してください。 

４ 機能要件分析書 No.34 

保護者アプリの利用者を増やす際に、新規の保護

者が簡単に登録できる方法であれば、招待メール

の送付でなくても良いとの解釈でよろしいでし

ょうか。 

お見込みのとおりです。 

５ 機能要件分析書 No.50 

動画について、”ダウンロード不可とすること”で

あれば、再生するごとに保護者の通信量がかさむ

ため、添付は敢えてしなくてもよろしいでしょう

か。 

添付は必須ではありませんが、仕様書と異なる場合

は、提案書に記載してください。 

６ 機能要件分析書 No.96 

「〇」や「出」など自由に設定できることとは、

園で現在ご利用の出力方式にあわせる設定がで

きることとの解釈でよろしいでしょうか 

お見込みのとおりです。 
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７ 調達仕様書 第 2 章 システム機能要件 システ

ム要件の中で、「一自治体あたり 20 以上の公立

施設への導入・運用実績があるシステムであるこ

と。」とございますが。セキュリティの観点から

LGWAN―ASPでの提供に限ると捉えてよろしい

でしょうか。 

LGWAN―ASPでの提供に限りません。 

８ 調調達仕様書 第 2 章 システム機能要件 シス

テム要件の中で、「システム提供事業者は、

ISO/IEC27001（情報セキュリティマネジメント

システム）またはプライバシーマークの認証取得

をしていること」とございますが、提供データセ

ンター側が取得しているだけでなく、当該調達へ

の提案業者、システムサービスを提供している業

者が取得している必要があると捉えてよろしい

でしょうか。 

当該調達への提案業者の取得を要件としています。 

９ 貴市の延長保育料及び預かり保育料の計算ルー

ルをご提示下さい。 

ホームページに掲載いたします。 

10 個人情報保護の観点から、提案システムは完全に

閉域環境で構築し、DB サーバは LGWAN-ASP サ

ービス内のみの環境とする必要があると考えま

すが、当該要件は必須と捉えてよろしいでしょう

か。 

LGWAN-ASP を用いて提供するサービスであれば

問題ありません。 

11 保護者アプリを通じて、保護者から入力された情

報は、保育業務支援システム側とバッチ処理では

なく、リアルタイム連携が必須と捉えてよろしい

でしょうか。 

特に指定はありません。 

 

12 機能要件分析書 №50 添付ファイルの動画フ

ァイルは、サーバ（DB 側）への保存期間はどの

くらい必要でしょうか。 

特に指定はありません。 

13 機能要件分析書 №84.86  QR コードのスクリ

ーンショット等の 2 次配布による不正防止策はど

のような対応が必要でしょうか。 

想定はしておりませんが、ご検討の上ご提案をお願

いします。 
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14 該当資料：プロポーザル実施要項 

該当箇所：８（１） 

質問内容 

「なお、企画提案書等に記載された内容について

は、下記(2)3 見積書の金額に追加費用を伴わず実

施する意思があるものとみなす。」とありますが、

１２（２）の但し書きに該当する場合は、この限

りではないという認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

15 該当資料：プロポーザル実施要項 

該当箇所：９（２）ア 

質問内容 

「提案書の説明の他に、以下に示す内容について

20 分で」とありますが、デモンストレーションの

時間を２０分とし、提案書の説明時間は別途いた

だけるということでしょうか、それとも説明時間

とデモンストレーション合わせて２０分でしょ

うか。 

企画提案書の説明時間 10 分と質疑応答の時間 10 分

を別途、設ける予定です。 

 

 

16 該当資料：プロポーザル実施要項 

該当箇所：９（２）ウ 

質問内容 

「提案者の出席は、3 人以内とする。」とあります

が、現地に訪問しての実施という理解でよろしい

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 

17 該当資料：調達仕様書 

該当箇所：第 2 章 ２ ウ 

質問内容 

「構築及び保守運用に必要な機器等がある場合

は提案することとし、提案内容に必要となる機器

費用はすべて見積に含めること。」とありますが、

調達物が汎用品であった場合、調達を貴市にて実

調達物が汎用品であった場合の調達方法については

は受託事業者と別途協議します。 
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施するか、事業者にて実施するかは別途協議とい

う認識でよろしいでしょうか、それとも受託事業

者にて調達する想定でしょうか。汎用品を受託事

業者より調達すると、割高になっていまうため確

認しております。 

18 該当資料：審査基準および様式２号 

該当箇所：業務実績調書 

質問内容 

「実績 1 件当たり 2 点で評価する。本市と比較し

小規模の場合(所管公立施設が 20 施設以下)の場

合は 1 件当たり-1 点」とありますが、満点の場合、

最大 100 自治体の記載となりますが、様式２号の

記載行は任意で追加してもよろしいでしょうか。

不可の場合は記載箇所をご教示ください。 

また、追加可能な場合、実施要項６にある「業務

実績を証明できる書類」に関しては、契約自治体

名・期間・契約名を一覧にしたエクセルで認めて

いただくことは可能でしょうか。契約書の写しを

提示することも可能ですが、膨大になってしまう

ため確認させていただいております。難しい場

合、契約書の表紙の提示とする等の許容案をご教

示いただけますと幸いです。 

 

行が不足する場合は適宜、追加してください。 

契約書の写しについては、回答 NO.1 のとおりです。 

19 該当資料：審査基準および様式３号 

該当箇所：業務実施体制 

質問内容 

「リーダー」とありますが、様式３号においては

統括責任者、また、「プロジェクトメンバー」は担

当技術者を指すという認識でよろしいでしょう

か。異なる場合は考え方をご教示いただけますと

幸いです。 

お見込みのとおりです。 

20 該当資料：審査基準および様式３号 行が不足する場合は適宜、追加してください。 
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該当箇所：業務実施体制 

質問内容 

「実績 1 件当たり 2 点で評価する。」とあります

が、様式３号の「主な業務実績」欄は行を追加し

てもよろしいでしょうか。満点の場合、最大 10 行

必要となります。不可の場合、評価方法をご教示

いただけますと幸いです。 

21 該当資料：機能要件分析書 

該当箇所：No86 

質問内容 

「QR コードを無効化し」とありますが、当シス

テムの QR コードには個人情報は全く含まれない

仕様になっており、無効化を通じて排除する個人

情報漏洩リスクをあらかじめ防止しております

が、要件を満たすと考えてよろしいでしょうか。 

なお、当システムの QR コードは基本はスマホ表

示であり、ロックを掛けられることから紛失リス

クはかなり低いです。 

個人情報が含まれないのであれば、要件を満たすと

考えていただいて結構です。 

22 該当資料：機能要件分析書 

該当箇所：○：代替運用 

質問内容 

「○：代替運用」とありますが、入力欄に○があ

りません。記載のある「□」という認識でよろし

いでしょうか。 

機能要件分析書（R４年８月１５日改訂）をホームペ

ージに掲載します。 

23 該当資料：様式８号 

該当箇所：令和５年度から令和９年度までのラン

ニングコスト 

質問内容 

５年間の総額を記載する認識でよろしいでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

別途、任意様式で見積額の内訳や根拠を示すものを

添付してください。 
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24 該当資料：調達仕様書 

該当箇所：第 2 章 ２ ア 

質問内容 

調達端末は、USB-A のインターフェースを搭載し

ておりますでしょうか。ない場合対応しているイ

ンターフェースをご教示いただけますと幸いで

す。また、契約事業者となった場合、QR コード

リーダー利用に当たって最適なインターフェー

スがない場合は、別途調達機種に関して相談させ

ていただくことは可能でしょうか。 

調達端末はUSB としてはType-Cのみ対応していま

す。調達機種に関して相談は可能です。 

25 該当資料：調達仕様書 

該当箇所：第 2 章 ６ 帳票要件 

質問内容 

「別途示す様式」とありますが、事業者選定後に

開示、検討を行い、採択されたシステムに最適な

形で再現するという認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

26 該当資料：機能要件分析書 

該当箇所：No98 

質問内容 

「当市で定める延長保育料金」とありますが、下

記ホームページ記載のものでお間違い無いでし

ょうか。そうでない場合、ご教示いただけますと

幸いです。 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/ 

kodomoikusei/jigyou/menu/hoikushokankei/ 

oshirase/1458093024694.html 

延長保育料及び預かり保育料についてホームページ

に掲載します。 

27 該当資料：調達仕様書 

該当箇所：第 3 章 4 コ 

別途、公開時期や範囲に関して双方協議の上、実施す

ることは可能です。 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/
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質問内容 

「必要に応じて当該事故に関する情報を公表」と

ありますが、別途、公開時期や範囲に関して双方

協議の上、実施することは可能でしょうか。内容

によって、貴市向けには説明するものの公表でき

ない情報を取り扱う可能性があるため確認して

おります。 

28 該当資料：調達仕様書 

該当箇所：第６章 特記事項（１）著作権 

質問内容 

「パッケージ等」には、当社作成のマニュアルも

含むという認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 


